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恵那市プレミアム付電子商品券加盟店規約 

第１条（主旨） 

本規約は、恵那市商品券事業実行員会（以下「実行委員会」という。）の発行す

る恵那市プレミアム付電子商品券（以下「商品券」という。）によって、対象商

品の代金の支払いを受ける恵那市商品券事業取扱加盟店（以下「加盟店」とい

う。）について定めるものとし、加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規

約に同意したうえで商品券及び商品券システムを利用するものとする。 

第 2 条（加盟店登録） 

  （１）申込者が加盟店としての登録の申込みを行う場合には、実行委員会が指定する 

手続きを行うものとする。 

（２）加盟店は、その業態が変更されるなど、取扱商品が著しく変更された場合又 

は第 1 項の申込み事項に著しい変更があった場合には、実行委員会に対し、そ

の旨を報告しなければならない。 

第３条（加盟店表示） 

    加盟店は、実行委員会が指定する加盟店ポスターを掲示又は表示するものとす

る。 

第４条（代金の精算） 

（１）実行委員会は、商品券の決済代金について、加盟店が申込登録の際に届出た指

定口座に、支払いを行うものとする。 

（２）前項の精算金の支払日が銀行休業日に該当するときは、前営業日を支払日とす

る。 

（３）実行委員会は、原則として毎月１０日及び２０日、末日を締日とし、支払日は

当月２０日及び末日、翌月１０日に取扱い加盟店指定口座に振込むものとす

る。（振込指定日が休日の場合は指定日前の最終営業日） 

第５条（商品券システムの利用等） 

  （１）加盟店は、その責任と費用負担において、商品券システムの利用に必要となる 

決済端末の用意、インターネット環境の整備等、必要な利用環境の設定及び準

備を商品券利用開始日までに行うものとし、使用環境に応じ、コンピュータ・

ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等に努めるものとする。 

（２）加盟店が商品券事業にかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店   

   はそれによって生じた損害または修理費を負担するものとする。 

（３）加盟店は、商品券システムを複製、修正、改変または解析してはならないもの

とする。また、商品券システムを第三者に貸与または利用させてはならず、そ

の利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものと

する。 
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第６条（加盟店遵守事項）                           

（１）加盟店は、本規約のほか、法令、政令、規則等を遵守し誠実に業務を遂行しな 

ければならない。 

（２）商品券システムに支障を与える行為、不正アクセス、有害なコンピュータプロ 

グラムの送信、その他の技術的手段を利用してシステムを不正に操作する行為

等、本サービスの運営を妨害し、これらに支障を与える行為を行ってはならな

い。 

（３）商品等の内容等に関して虚偽又は不当な表示をしてはならない。 

（４）商品券を現金又はそれに類するものに交換してはならない。 

（５）サービスの提供等については、加盟店と利用者との間で直接売買契約等が締結

されるものであって、実行委員会は当該売買契約等の当事者となるものではな

く、当該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等については全て加盟

店において責任を負うべきものであること及び商品の販売、サービスの提供等に

ついて万が一利用者その他第三者との間でトラブルが生じた場合は、全て加盟店

の責任及び費用負担において対応すべきものであることについて同意するものと

する。 

（６）加盟店は、やむを得ない事情がない限り商品券の利用期間中においては、継続

して加盟店としてその販売する商品、提供するサービス等を取り扱うことについ

て同意するものとする。 

第７条（守秘義務） 

    加盟店は、本サービスの利用に関連して知り得た相手方の技術上、営業上、その

他一切の情報を、注意義務をもって厳重に管理しなければならない。 

第８条（商品券の決済）                             

利用者が、対象商品の購入の際に、商品券の支払いを指定し、対象商品ごとに加

盟店が設定した商品券の必要額が、利用者アカウントで保有されている残高の範

囲内である場合には、実行委員会は、当該必要額分の商品券を利用者アカウント

から減少させるものとする。加盟店は、当該商品券の減少をもって実行委員会が

利用者との間の決済が完了したものとして取り扱う。  

第９条（商品券利用期間）                            

商品券利用期間は令和５年８月１日午前９時から令和６年１月３１日とし、利 

用期間を過ぎた商品券は、一切利用できない。 

第 10 条（商品券の利用対象とならないもの）   

（１）以下に該当するものは、商品券の利用対象外とする。 

1 商品券を単に現金化すること及びこれに類する行為 

2 換金性の高いもの（ビール券、図書券、切手、印紙等）や定価制（たばこ

等）商品の購入 
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③国や地方公共団体への支払い、公共料金の支払い 

④事業資金（業者間取引）としての支払い 

⑤商品券を担保に供し、または質入れすること 

⑥その他、取扱加盟店等が特に指定するもの 

第 11 条（サービスの中止） 

（１）実行委員会は、コンピュータの障害等により本サービスにかかる商品券シス

テムの中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知す

ることなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができ

るものとする。これにより、加盟店に損害等が生じた場合であっても、実行

委員会は責任を負わないものとする。 

（２）実行委員会は、加盟店が本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれ

があると判断した場合、加盟店に対し、必要と認める調査を行うことができ

るものとする。  

第 12 条（反社会勢力の排除） 

（１）加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業 

代理人または媒介者（以下「関係者」といいます。）が、現在、次のいずれ

にも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確

約するものとする。 

①暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第

77 号。以下「暴対法」といいます。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団といい

ます。） 

②暴力団員（暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。） 

③暴力団準構成員 

④暴力団関係企業 

⑤総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力

集団 

⑥前各号に定める者と密接な関わり（資金その他の便益提供行為を含みます、

これらに限りません。）を有する者 

⑦その他前各号に準じる者 

（２）加盟店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該  

当する行為を行わないことを確約します。  

①暴力的な要求行為                

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または

当行の業務を妨害する行為 
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⑤その他前各号に準じる行為 

（３）前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に

生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとする。    

 

第 13 条（加盟店への通知） 

（１）加盟店に対する通知は、申込登録の際に指定した住所またはメールアドレス

に、実行委員会所定の方法により送付または送信することによって行うものと

する。  

（２）加盟店は、申込登録時に記載した事項に変更があった場合、速やかにその旨を

実行委員会に届け出るものとする。ただし、実行委員会が当該届出を受けて、

承認したもののみ変更の効力が生じるものとする。 

第 14 条 （免責） 

（１） 天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、

通信回線もしくは諸設備の故障、その当実行委員会および加盟店の責めに帰す

ることのできない事由に起因する損害については、実行委員会および加盟店 は

互いに何らの責任も負わないものとする。  

（２） 本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、加盟店と実行委

員会で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとする。 


